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○長崎大学における内部統制に関する規則 

平成２７年３月２７日 

規則第１７号 

（目的） 

第１条 この規則は，国立大学法人長崎大学業務方法書に基づき，長崎大学（以下「本

学」という。）における内部統制システムの整備及びその体制に基づくモニタリングに

関し必要な事項を定めることにより，業務の有効性及び効率性の向上，業務に関わる法

令等の遵守，資産の保全並びに財務報告等の信頼性を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 内部統制 本学の中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い，本学のミ

ッションを有効かつ効率的に果たすため，学長が本学の組織内に整備し，及び運用す

る仕組みをいう。 

(2) 内部統制システム 本学の役員（監事を除く。）の職務の執行が国立大学法人法

（平成１５年法律第１１２号）又は他の法令に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制をいう。 

(3) 部局等 国立大学法人長崎大学基本規則（平成１６年規則第１号）第３１条の２

から第３１条の６までに規定する本部等，同基本規則第３３条から第３５条まで及び

第３８条から第４０条の４までに規定する教育研究組織，同基本規則第４６条に規定

する学域並びに事務局をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は，本学の役員（監事を除く。）及び職員（以下「役職員」という。）

に適用する。 

（内部統制最高管理責任者） 

第４条 本学に，内部統制最高管理責任者（以下「最高管理責任者」という。）を置き，

学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は，本学全体を総括し，内部統制システムの整備及び運用について最

終責任を負う。 

（内部統制総括管理責任者） 

第５条 本学に，内部統制総括管理責任者（以下「総括管理責任者」という。）を置き，
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学長が指名する理事をもって充てる。 

２ 総括管理責任者は，本学における内部統制システムの整備及び運用に関する業務を総

括する。 

 （内部統制統括責任者） 

第６条 本学に，内部統制統括責任者（以下「統括責任者」という。）を置き，理事及び

副学長をもって充てる。 

２ 統括責任者は，所掌する職務における内部統制システムの整備及び運用について統括

する。 

 （内部統制推進責任者） 

第７条 部局等に，内部統制推進責任者（以下「推進責任者」という。）を置き，部局等

の長をもって充てる。 

２ 推進責任者は，部局等における内部統制システムの整備及び運用を推進する。 

（内部統制推進部門） 

第８条 本学に，内部統制推進部門を置き，部局等の事務部をもって充てる。 

 （職員の責務） 

第９条 職員は，本学の目的，ミッション等の実現のため，自らの業務の位置付け及びそ

の重要性を認識するとともに，法令，学内規則等を遵守し，自己点検，相互牽制，承認

手続等の内部統制活動に積極的に関与するものとする。 

（内部統制委員会） 

第１０条 本学に，内部統制委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は，本学における内部統制システムを整備し，継続的に見直しを行う。 

３ 委員会は，総括管理責任者及び統括責任者から，所掌する職務に関する内部統制シス

テムの運用状況について定期的に報告を受け，必要な改善策等について審議する。 

４ 委員会は，必要に応じ，前項の審議に係る事項について役員会又は教育研究評議会に

付議するものとする。 

（委員会の組織） 

第１１条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 最高管理責任者 

(2) 総括管理責任者 

(3) 統括責任者 

(4) その他学長が必要と認めた者 
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２ 前項第４号の委員は，学長が任命する。 

３ 監事は，オブザーバーとして委員会に出席するものとする。 

４ 委員会に委員長を置き，最高管理責任者をもって充てる。 

５ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

６ 委員会に副委員長を置き，総括管理責任者をもって充てる。 

７ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代行する。 

８ 委員長が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者を出席させ，意見を聴取するこ

とができる。 

（モニタリング） 

第１２条 本学の内部統制が有効に機能していることを監視し，及び継続的に評価するた

め，次に掲げるモニタリングを行う。 

 (1) 日常的モニタリング 

 (2) 独立的評価 

２ 日常的モニタリングは，各業務における役職員の自己点検，相互牽制，承認手続等に

より行う。 

３ 独立的評価は，長崎大学監事監査規則（平成１６年規則第７号）に基づき監事が行う

監査及び長崎大学内部監査規程（平成１８年規程第１５号）に基づき監査室が行う内部

監査により行う。 

４ 最高管理責任者，総括管理責任者，統括責任者及び推進責任者は，モニタリングの結

果を業務に適切に反映させ，内部統制システムの継続的な見直しを図るものとする。 

（事務） 

第１３条 内部統制システムの総括及び連絡調整並びに委員会に関する事務は，関係各課

の協力を得て，総務企画部総務課において処理する。 

（補則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか，内部統制システムに関し必要な事項は，別に定

めることができる。 

附 則 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月３０日規則第４４号） 

この規則は，令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日規則第１８号）抄 
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１ この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月１０日規則第１３号） 

この規則は，令和８年４月１日から施行する。 


